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植民地化に抵抗する台湾の人々を
時に死をもって徹底的に弾圧した
「法の暴力」

本
書
で
解
明
を
め
ざ
す
の
は
、
も
ち
ろ
ん
台
湾
に
お
け
る
治
安
維
持
法
運
用
の
実
態
と
役
割
を
で
き
る
限
り
具
体
的
に
描
き
出

す
こ
と
に
あ
る
。
と
同
時
に
、
二
つ
の
広
が
り
を
も
っ
て
台
湾
統
治
に
お
け
る
治
安
体
制
全
般
の
実
態
と
本
質
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
に
努
め
る
。

一
つ
は
治
安
維
持
法
の
前
史
と
い
う
に
は
む
し
ろ
不
適
当
だ
が
、「
法
の
暴
力
」
の
象
徴
と
も
い
う
べ
き
匪
徒
刑
罰
令
の
制
定

（
一
八
九
八
年
）
と
運
用
（
実
質
的
に
一
九
一
五
年
ま
で
。
法
律
と
し
て
は
植
民
地
台
湾
の
消
滅
ま
で
存
続
）
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
の
提
示

を
試
み
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。こ
の
法
の
成
立
と
運
用
は
あ
ま
り
に
も
粗
雑
で
乱
暴
で
、合
法
的
な
形
式
だ
け
を
装
う
に
す
ぎ
ず
、

法
律
の
名
に
値
し
な
い
と
い
っ
て
よ
い
が
、
猛
威
を
振
る
う
こ
と
に
加
担
し
拍
車
を
か
け
た
の
は
警
察
・
憲
兵
で
あ
り
、
検
察
で

あ
り
、
法
院
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
匪
徒
刑
罰
令
が
大
部
分
を
占
め
る
死
刑
判
決
が
四
三
二
二
人
（
台
湾
総
督
府
法
務
部
編
纂
『
台
湾

匪
乱
小
史
』（『
現
代
史
資
料
』
21
「
台
湾
（
一
）」、
表
１
）
に
の
ぼ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
、
近
代
日
本
史
上
、
最
悪
の
治
安
法
と
い
っ

て
よ
い
。
そ
れ
に
匹
敵
す
る
の
は
、「
満
洲
国
」
治
安
維
持
法
（
一
九
四
一
年
末
〜
四
五
年
八
月
）
の
反
満
抗
日
運
動
へ
の
発
動
で
あ
る
。

台
湾
統
治
に
お
け
る
治
安
法
の
役
割
を
考
え
る
と
、
こ
の
匪
徒
刑
罰
令
の
重
要
性
を
論
じ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
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「
は
じ
め
に
」
よ
り
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 Fujio

小
林
多
喜
二
や
反
体
制
の
運
動
家
た
ち
多
数
の
犠
牲
を
出
し
、 

言
論
と
信
条
、信
仰
を
封
殺
し
た
、治
安
維
持
法
。

そ
れ
で
も
国
内
で
は
事
例
の
な
い
死
刑
判
決
が
、

植
民
地
台
湾
と
朝
鮮
で
は
く
だ
さ
れ
、執
行
さ
れ
て
い
た
。 

治
安
維
持
法
が
実
効
す
る
よ
り
早
く
、合
法
的
に
徹
底
弾
圧
し

大
量
の
犠
牲
者
を
出
し
た
一
九
世
紀
末
の「
匪
徒
刑
罰
令
」。

匪
徒
刑
罰
令
か
ら
治
安
維
持
法
の
運
用
そ
し
て
日
本
の
敗
戦
ま
で
、 

台
湾
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
言
論
と
行
動
へ
の
弾
圧
の
様
相
を

明
ら
か
に
す
る
。 
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は
じ
め
にな

ぜ
台
湾
の
治
安
維
持
法
な
の
か
／
治
安
維
持
法
と
い
う「
法
の
暴
力
」／
社
会

運
動
に
お
け
る
民
族
意
識
の
強
調
／
治
安
維
持
法
の
前
史
と
治
安
維
持
法
を
保

管
す
る
法
令

一 

匪
徒
刑
罰
令
の
制
定
と
運
用

台
湾
征
服
戦
争
に
お
け
る
軍
事
暴
力
・
法
的
暴
力
／「
法
的
暴
力
」の
開
始
│
│

台
湾
住
民
軍
事
犯
処
分
令
・
台
湾
住
民
刑
罰
令
／
臨
時
法
院
条
例
│
│
討
伐
隊

の
殺
り
く
か
ら
判
決
に
よ
る
死
刑
へ
／
匪
徒
刑
罰
令
の
制
定
／
予
審
・
弁
護
人
抜

き
の
運
用
／
匪
徒
刑
罰
令
違
反
事
件
の
苛
酷
な
判
決
／
匪
徒
刑
罰
令
に
対
す
る

世
評
／
匪
徒
刑
罰
令
犯
の
恩
赦

二 

一
九
一
〇
年
前
後
の「
匪
徒
事
件
」の
司
法
処
断

苗
栗
事
件
／
西
来
庵
事
件
／
八
六
八
人
の
死
刑
判
決
／
抗
日
勢
力
を「
暴
徒
」扱

い
に

一 

治
安
警
察
法
の
施
行

民
族
運
動
勃
興
へ
の
対
策
／
治
安
警
察
法
の
施
行
／
治
安
警
察
法
の
運
用
開
始

／
最
初
の
治
安
警
察
法
適
用
の
判
決
／
相
つ
ぐ
治
安
警
察
法
の
発
動

二 

治
安
維
持
法
の
施
行

治
安
維
持
法
の
施
行
へ
／
民
族
自
決
主
義
＝「
国
体
」変
革
に
よ
る
処
断
│
│
三

好
一
八
の
治
安
維
持
法
観
／
台
湾
独
立
＝「
国
体
」変
革
と
み
な
す
決
議

三 

治
安
維
持
法
の
初
期
の
運
用

二
つ
の「
法
の
暴
力
」／
無
政
府
主
義
運
動
へ
の
発
動
／
黒
色
青
年
連
盟
事
件
／

中
台
同
志
会
事
件
／
台
湾
革
命
青
年
団
事
件
／
上
海
学
生
読
書
会
事
件

四 

治
安
維
持
法
以
外
の
治
安
法
令
活
用

体
制
内
反
対
運
動
に
対
す
る
治
安
諸
法
令
の
発
動
／
警
務
局「
文
化
協
会
対
策
」

／
治
安
警
察
法
の
適
用
／
暴
力
行
為
等
処
罰
法
の
適
用
／
騒
擾
罪
・
公
務
執
行
妨

害
罪
の
適
用
／
台
湾
違
警
例
の
適
用
／
台
湾
出
版
規
則
の
適
用
／
台
湾
農
民
組
合

出
版
規
則
違
反
事
件
／
台
湾
森
林
令
の
適
用
│
│
農
民
運
動
系
の
思
想
犯
罪
処
罰

五 

抑
圧
取
締
機
構
の
確
立

高
等
警
察
の
前
史
／
高
等
警
察
事
務
の
嘱
託
／
高
等
警
察
講
習
会
と
高
等
警
察

関
係
の
会
議
／
吉
岡
喜
三
郎「
日
記
」／
高
等
警
察
の
確
立
／
全
警
察
官
の「
高

等
警
察
」化
／
思
想
検
察
官
の
設
置
／
石
橋
省
吾
の「
厳
罰
重
刑
主
義
」

一 

全
開
期
の
概
観

台
湾
民
衆
党
の
解
散
／「
思
想
戦
線
の
十
字
砲
火
」／
治
安
維
持
法
改
正
案
へ
の

批
判

二 

共
産
主
義
運
動
へ
の
発
動

台
湾
共
産
党
の
一
斉
検
挙
・
起
訴
／
台
湾
共
産
党
事
件
の
予
審
終
結
決
定
／
台

湾
共
産
党
事
件
の
公
判
／
台
湾
文
化
協
会
・
台
湾
農
民
組
合
・
台
湾
赤
色
救
援

会
の
壊
滅
／
台
湾
農
民
組
合
の
壊
滅
│
│
大
湖
・
竹
南
事
件
／
上
海
台
湾
反
帝

同
盟
事
件
／
文
化
運
動
の
逼
塞
／
一
九
三
〇
年
代
の
無
政
府
主
義
事
件

三 

民
族
独
立
運
動
へ
の
適
用

台
湾
民
主
党
事
件
／
衆
友
会
事
件
／
台
湾
第
二
中
学
校「
列
星
会
」事
件

四 

治
安
維
持
法
以
外
の
法
令
活
用

台
湾
出
版
規
則
違
反
の
頻
発
／「
不
敬
罪
に
関
す
る
調
査
」／
不
敬
罪
の
発
動
／

行
政
執
行
法
の
活
用

五 

抑
圧
取
締
機
構
の
拡
充

高
等
警
察
の
拡
充
／
思
想
検
察
官
の
拡
充
／
転
向
と
思
想
犯
保
護
観
察
制
度
の

未
実
施
／
目
標
は「
積
極
的
転
向
」│
│
行
刑
の
状
況

一 
戦
時
下
の
治
安
厳
重
化

外
事
警
察
の
整
備
拡
充
／
重
要
視
さ
れ
る「
台
湾
語
」の
習
得
／
生
活
の
す
み
ず

み
に
ま
で
及
ぶ
監
視
│
│
戦
時
下
高
等
警
察
の
諸
相
／
総
督
官
房
法
務
課
の
法

務
局
へ
の
格
上
げ
／
新
治
安
維
持
法
の
施
行
と「
予
防
拘
禁
」の
未
施
行

二 

新
治
安
維
持
法
に
よ
る
民
族
独
立
運
動
へ
の
追
撃

民
族
独
立
運
動
へ
の
最
終
的
追
撃
／
一
九
三
七
年
・
三
八
年
の
対
岸
・
島
内
の
民

族
独
立
運
動
弾
圧
／
江
保
成
事
件
／「
帝
国
の
本
島
統
治
に
不
満
」を
標
的
に
／

東
港
鳳
山
事
件
／
台
湾
独
立
・
中
国
復
帰
を
志
向
す
る
運
動
へ
の
発
動

三 

治
安
維
持
法
以
外
の
法
令
活
用

不
敬
罪
の
発
動
／
言
論
出
版
集
会
結
社
等
臨
時
取
締
法
の
発
動
／
陸
軍
刑
法
・

国
防
保
安
法
・
軍
機
保
護
法
の
発
動

お
わ
り
に敗

戦
と
治
安
体
制
の
動
揺
／
警
察
へ
の
反
発
と
責
任
追
及
／
台
湾
に
お
け
る
治

安
体
制
の
消
滅
／
二
・
二
八
事
件
か
ら「
動
員
戡
乱
時
期
国
家
安
全
法
」へ
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﹇
刊
行
予
定
﹈

続
刊

Ⅰ 

治
安
維
持
法
の「
現
場
」

 

│
│
治
安
維
持
法
事
件
は
ど
う
裁
か
れ
た
か 

二
〇
二
一
年
五
月 

Ⅱ 

治
安
維
持
法
│
│
そ
の
成
立
と「
改
正
」史 

二
〇
二
二
年
一
一
月

Ⅲ 

朝
鮮
の
治
安
維
持
法
の「
現
場
」

 

│
│
治
安
維
持
法
事
件
は
ど
う
裁
か
れ
た
か 

二
〇
二
二
年
五
月

Ⅳ 

朝
鮮
の
治
安
維
持
法
│
│
運
用
の
通
史 

二
〇
二
二
年
一
月

Ⅴ 

台
湾
の
治
安
維
持
法 

二
〇
二
三
年
五
月

Ⅵ 

「
満
洲
国
」の
治
安
維
持
法 

二
〇
二
三
年
一
一
月

治
安
維
持
法
運
用
の
全
開

│
│
一
九
三
〇
〜
三
七
年

Ⅲ
戦
時
体
制
下
の
治
安
維
持
法

│
│
一
九
三
八
〜
四
五
年

Ⅳ

匪
徒
刑
罰
令
の
猛
威

│
│
一
八
九
〇
年
代
〜
一
九
一
〇
年
代

Ⅰ
治
安
維
持
法
の
運
用
開
始

│
│
一
九
二
〇
年
代

Ⅱ

荻
野
富
士
夫
（
お
ぎ
の
・
ふ
じ
お
）

一
九
五
三
年　

埼
玉
県
生
ま
れ

一
九
八
七
年
よ
り
小
樽
商
科
大
学
勤
務

二
〇
一
八
年
よ
り
小
樽
商
科
大
学
名
誉
教
授

主
要
著
書

『
特
高
警
察
体
制
史―

―

社
会
運
動
抑
圧
取
締
の
構
造
と
実
態
』せ
き
た
書
房
、一
九

八
四
年
／
増
補
新
装
版　

明
誠
書
林
、二
〇
二
〇
年
／『
戦
後
治
安
体
制
の
確
立
』岩

波
書
店
、一
九
九
九
年
／『
思
想
検
事
』（
岩
波
新
書
）二
〇
〇
〇
年
／『
特
高
警
察
』

（
岩
波
新
書
）二
〇
一
二
年
／『
よ
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が
え
る
戦
時
体
制
』（
集
英
社
新
書
）二
〇
一
八
年
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